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令和６年度みえの出逢い支援事業にかかる業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

県では、「結婚を希望する人が結婚できる地域づくり」の実現に向け、平成２６年

度に、「みえ出逢いサポートセンター」を設置し、結婚を希望する方等への相談支援

や情報提供、県と市町の連携による出会いの機会の創出をはじめとした、さまざまな

出会い支援を進めている。  

本事業では、令和６年度に、「みえ出逢いサポートセンター」を中心として、県民

のニーズに応じた多様な出会いの機会に関する情報提供や相談支援、市町等と連携し

た出会いの機会の創出に取り組む。また、地域で縁談をまとめるボランティア活動を

行う方を「みえの縁むすび地域サポーター」として養成・認定し、そのネットワーク

を通じて、結婚を希望する方同士の引き合わせに取り組むほか、企業・業種間での出

会いの機会の創出等に取り組むなど、結婚の希望がかなう地域づくりの実現に取り組

む。 

 

２ 業務の概要 

 （１）契約期間 

令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）まで 

（２）委託業務の概要 

  ①「みえ出逢いサポートセンター」の設置・運営 

    県が実施する本事業の拠点となる「みえ出逢いサポートセンター」（以下「セ 

ンター」という。）を設置・運営し、結婚を希望する方等に対して、相談支援や 

出会いに関するイベントの情報提供等のサポートを実施することとする。 

   センターは、北勢・中勢エリアに１カ所、伊勢市に南勢サテライトを１カ所と

し、それぞれに相談員を配置するほか、県や市町、企業等との出会い支援に関す

る連携をコーディネートする「みえ出逢いコンシェルジュ」を配置することとす

る。 

② センターのホームぺージ及び関連システム等の保守・管理、ホームページ等

による情報発信、センター等利用者拡大に向けた周知 

 センターのホームページ及びＳＮＳによる出会いに関する情報提供を行うと

ともに、センター利用者及び本事業全体の利用者拡大に向けた周知を行うことと

する。 

③ 県と市町の連携による出会いの機会の創出に関する企画・運営 

    県と市町が連携して、県内３地域で広域的な出会いの機会を創出する「みえ結

婚支援プロジェクトチーム」において、情報共有のための会議のほか、出会いイ

ベント等の企画・運営を行う。 

④「みえの縁むすびマッチング事業」の企画・運営 
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    地域で縁談をまとめる活動を行う方を「みえの縁むすび地域サポーター」とし

て養成・認定し、そのネットワークを通じて、結婚を希望する方同士の「１対１

の引き合わせ」につなげる。 

    また、新たに少人数でのマッチングイベントを開催し、結婚を希望する方への

出会いの機会の創出を図る。 

⑤ 企業・業種間における出会いの機会の創出、企業・団体等が実施する出会いイ

ベント等の情報発信等 

    企業等において従業員の結婚をサポートする「みえの縁むすびサポート企業 

職場サポーター」を養成・認定し、みえ出逢いサポートセンターと連携して、企

業・業種間での出会いの機会を創出する。 

    また、企業・団体等が実施する出会いイベントの情報をセンターのホームペー

ジ等で広く周知し、出会い・結婚を希望する方へ多様な出会いの機会の情報発信

等を行う。 

⑥ 「みえ出逢いコンシェルジュ」による県・市町・企業等の連携促進 

    北勢・中勢・南勢の各エリアを担当する「みえ出逢いコンシェルジュ」を配置

し、みえの縁むすび地域サポーターの活動支援を行うとともに、みえの縁むすび

サポート企業と連携した出会いイベントの企画・運営を中心となって担うほか、

県・市町・企業等がより一層連携して出会い支援に取り組むため、市町訪問等を

通じて助言やイベントのコーディネート等を担う。 

   ⑦ ＤＸ時代の婚活サポートに関する業務 

    ＤＸ時代における多様な婚活のあり方に対応し、結婚を希望する方が、安心・

安全で効果的な婚活に取り組むことができるよう、民間事業者が運営するマッチ

ングサイト・アプリをはじめとする多様な婚活サービスについて、トラブルに巻

き込まれない利用方法や留意点、自身の希望にあったサービスの選択方法などに

関する啓発セミナーを開催する。 

 

３ 委託業務の内容 

受託者は、下記（１）に定めるセンターを設置したうえで、下記（２）から（６） 

に定める業務を行うこととする。 

なお、各業務の実施にあたっては、実施内容を県と協議しながら進めることとする。 

（１）「みえ出逢いサポートセンター」の設置・運営 

   下記の３（１）①に示す要件により、北勢・中勢エリアに 1 か所設置し、伊勢市

の南勢サテライトとともに、３（１）②から３（１）⑦により運営すること。 

  ①センターの設置 

（ａ）北勢・中勢エリア １カ所 

【設置要件】 
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・結婚を希望する方等への相談支援やボランティアとして結婚支援に取り組

む「みえの縁むすび地域サポーター」への活動支援等を行うこととし、４名

以上が着席可能な相談対応スペース、８名程度が着席可能な会議スペース

を設置すること。相談スペースは、相談者のプライバシーに配慮すること。 

・相談スペースのほか、相談員やみえ出逢いコンシェルジュの活動拠点とし

て、事務作業スペースを確保するとともに、センター専用の電話・ＦＡＸ・

メールアドレス、事務機器（パソコン、コピー機）等を用意し、利用者との

連絡手段を確保すること。 

・受託者の既存の事務所内での設置も可とするが、来訪者等に対してセンタ

ーであることがわかるよう、看板等を掲出すること。 

・センター（北勢・中勢エリア）の設置にかかる費用については、すべて委託 

料に含むこととする。 

      【設置期間・開所日】 

       （ア）設置期間 

   令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）までとする。 

     （イ）開所日 

月１８日以上、１日あたりの開所時間は８時間を目安とし、県と協議の 

うえ決定すること。 

ただし、３（３）②または⑤を開催する日については、１月あたり３日  

を上限に開所日に算入することができ、複数地域において同日に開催する

場合は、１地域ごとにそれぞれ１日として参入することができる。 

なお、１日あたりの開催時間（設営・撤収に要する時間を含む）がおお

むね４時間に満たない場合は、２日の開催をもって１日とみなす。 

    【人員体制】 

      下記のとおり５名以上のスタッフを配置することとし、スタッフの配置・

活動にかかる経費はすべて委託料に含むこととする。 

     （ア）センター長（総括責任者）１名 

センター長は総括責任者として、本業務全体を総括すること。専任・

常勤である必要はないが、月４日以上は勤務すること。 

（イ）センター職員 ２名 

     出会いの機会となるイベントや出会いに向けてのセミナー（以下「イ

ベント等」という。）の情報提供、利用者からの相談対応業務等の担当者

として、常勤の職員を置くものとし、センターの設置にあわせ、すみや

かに従事できるようにすること。（専任である必要はない。） 

（ウ）「みえ出逢いコンシェルジュ」 ２名 

結婚支援に精通したスタッフを「みえ出逢いコンシェルジュ」として

配置し、主に北勢エリア担当として１名、主に中勢エリア担当として１
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名の合計２名を配置すること。 

なお、「みえ出逢いコンシェルジュ」は、専従・常勤のスタッフとする

こと。 

   （ｂ）南勢サテライト １カ所 

【設置要件】 

     ・南勢サテライトは、県が指定する下記の場所とする。 

      〒516-0008 三重県伊勢市船江 1 丁目 471－1 ミタス伊勢内 

       （伊勢市が設置する「いせ出会い支援センター」と併設） 

・南勢サテライトの賃料・光熱水費は県が負担することとし、委託料には 

含まない。 

     ・南勢サテライトであることが利用者にわかるように看板等を掲出するこ

ととし、その費用は委託料に含むこととする。 

    ・相談対応に必要となるスペース、机・椅子等の備品は県が提供すること

とし、委託料に含まない。 

・相談員や「みえ出逢いコンシェルジュ」の活動拠点として、事務作業用

の机・椅子、事務機器（パソコン、コピー機等）のほか、南勢サテライ

ト専用の電話・ＦＡＸ・メールアドレスを用意し、利用者との連絡手段

を確保することとし、費用は委託料に含むこととする。 

    ・その他、南勢サテライトの賃料・光熱水費以外に必要となる費用はすべ

て委託料に含むこととする。 

【設置期間・開所日】 

      （ア）設置期間 

        令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）までとする。 

      （イ）開所日 

  毎週月・火の２日間、１日あたりの開所時間は７時間を目安とし、県

と協議のうえ決定すること。開所日が祝日に該当する場合も基本的に開

所することとするが、３（３）②または⑤を開催する日については、1 月

あたり 1 日を上限に開所日に算入することができる。 

なお、１日あたりの開催時間（設営・撤収に要する時間を含む）がお

おむね４時間に満たない場合は、２日の開催をもって１日とみなす。 

 

【人員体制】 

       下記のとおり２名以上のスタッフを配置することとし、スタッフの配置 

・活動にかかる費用はすべて委託料に含むこととする。 

（ア）センター職員 １名 

     イベント等の情報提供、利用者からの相談対応業務等の担当者として、 
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常勤の職員を置くものとし、センターの設置にあわせ、すみやかに従事 

できるようにすること。（専任である必要はない。） 

（イ）「みえ出逢いコンシェルジュ」 １名（南勢エリア担当） 

       結婚支援に精通したスタッフを「みえ出逢いコンシェルジュ」として

配置し、主に南勢エリア担当として１名配置すること。南勢サテライト

の設置日を含め、月１８日以上勤務することとし、南勢サテライトが開

所していない日の勤務地は、センター（北勢・中勢エリア）とすることが

できる。 

なお、「みえ出逢いコンシェルジュ」は、専従・常勤のスタッフとする

こと。 

② 運営規程の制定 

受託者は、次の各項に掲げる事業の運営についての運営規程を定め、県に提

出すること。 

ア 事業の目的及び運営の方法 

イ センターの職員の職種、員数及び職務の内容 

ウ 開所日及び執務時間 

エ 事業に係る個人情報の取扱 

オ その他運営に関する重要事項 

   ③ 身分を証する書類の発行 

受託者は、センターの職員に対し、その身分を証する書類を発行するものと

する。職員がその業務を行うときは、同身分証を携行させ、必要に応じて、関

係機関の職員等に対して、これを提示させるものとする。 

④ センターの職員に対する研修の実施 

受託者は、センターの職員の資質の向上を図るため、職員に対する研修を年

２回行うこととし、実施内容については県と協議すること。 

⑤ 相談支援の体制の構築 

受託者は、センターの開所日において、結婚を希望する県民やその家族から

の相談を受け付けることとし、事前予約を可能にするなど効率的な相談支援体

制となるよう工夫を行うこと。相談対応にあたっては、相談記録（相談の内容、

相談方法（電話、来所など）、対応時間、相談者の属性（本人、家族、性別、年

代など）等簡易なもので可とする。）を作成し、県が提出を求めた際にはすみや

かに提出すること。 

また、センターが情報発信したイベントにおいてカップルとなった方のうち

希望者に対し、交際の状況やニーズに応じたアドバイスを行うなど、フォロー

を行うとともに、成婚時にはセンターに報告してもらえるよう促すこと。 
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⑥ センター利用者へのニーズ調査の実施 

センター業務に対する満足度や、センターに期待する取組などのニーズを把

握するため、年２回程度アンケート調査を実施し、そのつど結果を分析して、

県に報告すること。また、アンケート結果を運営に活かすとともに、県と協議

のうえ、改善に取り組むこと。 

   ⑦ 記録の保存 

受託者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、本業務終了

後５年間保存するものとする。 

 

（２）センターのホームぺージ及び関連システム等の保守・管理、ホームページ等によ

る情報発信、センター等利用者拡大に向けた周知 

本事業の情報を掲載する専用ホームページ及び関連システム等の保守・管理を行

うとともに、センター及び本事業の利用者拡大に向けて、インターネット広告やＳ

ＮＳ等を活用した周知を行うこと。 

なお、本業務に関する費用はすべて委託料に含むこととする。 

① ホームページの情報更新・新規コンテンツ作成 

ホームページは、現在のホームページ（https://deai-mie.jp/）を使用するこ 

ととし、現在のコンテンツは県が受託者に提供することとし、本事業の実施にあ

たり必要なコンテンツの更新・新規作成を行うこと。 

     主な掲載情報は次のとおりとし、県と協議のうえ、決定すること。 

なお、ホームページは常時 SSL 化すること。 

  【ホームページへの掲載情報】 

  ・センターの紹介 

所在地、利用方法、事業のしくみなど 

 ・イベント情報 

  県、市町が実施する３（３）②及び④に定めるイベント情報 

    企業・団体等の実施する３（５）⑤に定めるイベント情報 

   ・３（４）に定める「みえの縁むすびマッチング事業」に関すること 

・３（５）に定める「企業・業種間における出会いの機会の創出」に関すること 

 ・県内市町における出会い支援に関する事業等の情報 

 ・イベント参加に関する Q＆A など出会いの機会に関する情報 など 

 

    上記内容について、利用者が閲覧しやすいような工夫をするとともに、ユニバ

ーサルデザインに配慮して掲載すること。動画等を作成し掲載する場合は、聴覚

障がい者が理解できるよう、画面に読みやすくわかりやすい日本語字幕をつける

などの配慮に努めること。 

https://deai-mie.jp/
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専用ホームページは、利用者が最新情報を容易に検索・閲覧できるような構成

とするとともに新着情報等を逐次掲載すること。 

また、ホームページでの出会いイベント等にかかる情報提供にあたっては、出 

会いを希望する方のニーズや居住地に応じたイベントを見つけやすいように、募

集中のイベント情報が容易に確認できるよう、主催者別、地域別等に工夫してイ

ベント情報を提供すること。 

   ② 専用ホームページ及び付帯設備等の保守・管理 

     専用ホームページ及び関連システムは、レンタルサーバ又はクラウド等で運

用する。また、ドメインは、現行のドメイン（https:/ /deai-mie.jp/）を引き続

き使用するものとする。 

搭載データ量・データ処理量（１TB 程度）を考慮したうえで支障なく運用

できるものとし、その運用にあたっては、情報保護対策を施したセキュリティ

の高いサーバもしくはクラウドとし、不正アクセス及びコンピューターウイル

スの侵入から情報を保護するための技術的対策を十分に講じること。 

また、耐障害性（可用性）要件として 

ア．システム全体の冗長化を図ること 

イ．電源は機器単体の冗長化を図り、活性交換が可能であること 

ウ．ハードディスクを必要とする場合は、機器単体の冗長化を図り、活性交 

換が可能であること 

 

     なお、情報セキュリティに関しては、総務省の「地方公共団体における情報   

    セキュリティポリシーに関するガイドライン」（＊）に原則準じるとともに、疑義

があれば、その都度、県と協議するものとする。 

 

（＊）「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000873096.pdf 

 

③ ＳＮＳ等による情報提供 

利用者が簡単に情報を受信することができる方法（ＳＮＳ等）を使って本事

業で実施するイベント等の募集情報を提供すること。 

また、利用者の受信状況等を確認し、配信の内容、頻度などについて、イベ 

ント参加意欲を高めるものとして工夫すること。 

④ センター等利用者拡大に向けた周知 

    結婚を希望する方等に対して、センターの利用および本事業全体の利用者拡

大を促進するための周知を行うこととし、下記に記載の方法を用いて周知を図

ること。 

下記のとおりチラシ・カードのデザインを制作・印刷するとともに、広告掲

https://www.soumu.go.jp/main_content/000873096.pdf
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出の目安を参考に、最も効果的と思われる手法等を提案することとし、県と協

議のうえ決定することとする。 

 

【チラシ・カード】 

種類 内容 配布先 

・センター周知用チラ

シ（A4） 

・センター周知用カー

ド（名刺サイズ） 

センター案内を含め、利用者拡

大に資する内容 

県、市町、その他

関係機関 

 ※印刷枚数は、配布先への周知が行きわたるよう、委託料の範囲において 

県と調整すること。 

 

  【広告掲出の目安】 

種類 実施時期・期間 回数 

インターネット広告、 

ＳＮＳ広告、 

フリーペーパーでの広告

など 

本事業で実施するイベン

トや利用者募集期間等に

応じて各 1週間以上 

計２０回程度 

※各イベント・募集

ごとにいずれかの方

法で 1回以上実施す

ること 

公共交通機関 

（地域に応じて鉄道、バス

など） 

本事業の参加者・利用者

募集時期等にあわせて、

各１か月～２か月程度 

北勢・中勢・南勢の各

エリアで 1回ずつ 

 

（３）県と市町の連携による出会いの機会の創出に関する企画・運営 

     結婚を希望する方のニーズに応じて、広域的な出会いの機会を提供するため、

県と県内全市町で構成する「みえ結婚支援プロジェクトチーム」において、情報

共有や連携方法の検討を行う。 

さらに、具体的な事業を企画・実施するため、北勢・中勢・南勢の県内３地域

において「地域プロジェクトチーム」の検討会議を開催し、地域の実情に応じた

出会いの機会の創出にかかる取組を企画・運営する。 

なお、本業務にかかる費用はすべて委託料に含むこととする。 

① 「みえ結婚支援プロジェクトチーム会議」等の企画・運営 

市町と連携した取組の共有等を行うため、県及び全ての市町で構成する「みえ

結婚支援プロジェクトチーム会議」（以下「全県ＰＴ会議」という。）および、県

内３地域で具体的な事業の企画・実施を行う「地域プロジェクトチーム会議」（以

下「地域ＰＴ会議」という。）の計４ＰＴの開催・運営を行うこと。 
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また、会議の開催方法等は、県と協議のうえ決定することとし、会場等の確保、

開催にあたっての事前打ち合わせ、当日の企画・運営、会議資料の準備などを行

うこと。 

なお、地域ＰＴ会議においては、３（３）②に記載する取組案として、地域の

実情に応じた事業（イベント、セミナー）を提案すること。 

【会議開催の目安】全県ＰＴ会議  ５月、１２月 計２回 

         各地域ＰＴ会議 ５月、２月  計６回 

② 複数の市町と連携した広域的な出会い支援の取組の実施 

３（３）①の全県ＰＴ会議・地域ＰＴ会議での議論をふまえ、県内３地域にお

いて、複数の市町が連携した広域的な出会いイベントを12回以上実施すること。

実施にあたっては、県及び参加市町と協議のうえ、以下の留意点をふまえながら

多数の参加者が見込める企画を提案することとし、県・市町と協議のうえ実施す

ること。 

   【実施にあたっての留意点】 

・参加人数の目標を全体で計 280名以上とすること。 

・イベントの前後のいずれかに、イベント参加にあたっての心構えやマッチング

のポイント、今後婚活を進めるにあたって役立つ内容の 15 分程度のミニセミ

ナーを必ずセット開催し、カップル成立率の向上や参加者の満足度の向上を図

ること。 

・各地域の実情や課題に応じ、かつ各地域の魅力を生かした内容とすること。 

・20歳代の若い世代が結婚を考えるきっかけとなるような、気軽な出会いの場と

なる定員 50～70 名程度のイベントを 1 回以上実施すること。なお、本イベン

トには上記ミニセミナーのセット開催は必須ではないものとする。 

・これまでのイベントでは女性応募者が少ない傾向にあるため、女性参加者の獲

得につながるよう、友人同士で応募しやすい飲食や体験付きイベントを含める

こと。なお、飲食や体験等に関しては、参加者からの負担金（1,000 円程度）

を徴収することとする。 

・市町の独自取組との相乗効果を発揮し、参加者のステップアップを後押しする

とともに、参加者の獲得につなげるため、市町独自の相談会やセミナーと本連

携事業によるイベントを適度な間隔で開催するなど、効果的なスケジュール調

整に留意すること。 

・参加者募集にあたっては、各イベントごとに募集チラシを作成し、センター利

用者や県民に広く周知するとともに、新たな参加者を獲得するため、３（２）

④において、効果的な広報を行うこと。 

③ 取組結果報告の作成 

市町と連携した取組の終了後、取組毎に速やかに報告書（応募数、実施概要、

参加者アンケート結果、当日の写真等をまとめたもの、A4サイズ 2頁程度）を
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作成し、デジタルデータで提出すること。また、全取組が終了後、市町と連携

した広域的な取組にかかる業務についてまとめた報告書（A4 サイズ 5 頁程度）

を作成すること。 

④ 市町が実施する出会いイベント・相談会等の開催支援 

市町が県と連携して実施する出会いイベント・相談会等の事業について、実

施方法や講師などの相談があった場合は、助言するなど支援を行うこと。 

   ⑤ オンライン相談会の実施 

     センター利用者や市町と連携した取組に参加した方のフォローアップを目

的としたオンライン相談会を年間 12 回程度、土曜日もしくは日曜日のいずれ

かに実施すること。実施時間は１回につき半日程度とし、予約制で事前に参加

者の募集を行うこと。 

     なお、センターの開所は不要とし、相談対応の実施場所は問わない。 

⑥ 本取組を活用した On the Job Trainingの実施 

     地域ＰＴ会議参加市町の職員を対象に、３（３）①のＰＴ会議の場を活用し

た研修のほか、３（３）②の取組の企画・運営の場面において、ノウハウ共有

を図ること。 

（４）「みえの縁むすびマッチング事業」の企画・運営 

    地域で縁談をまとめる活動を行う方を募集し、「みえの縁むすび地域サポータ

ー」（以下「地域サポーター」という）として養成・認定し、サポーター同士の交

流等を通じて、結婚を希望する方同士の「１対１の引き合わせ」につなげる。 

    また、本事業を通じて、「１対１の引き合わせ」を希望する利用者の募集・登

録を行うとともに、本事業の実施にあたって、サポーター及び利用者からの相談

に応じるなど、サポーターの活動をサポートすること。 

    さらに、３（３）②に定めるイベントや上記の「１対１の引き合わせ」とは異

なる少人数でのマッチングイベントを開催すること。 

    なお、本業務に関する費用はすべて委託料に含むこととする。 

①「みえの縁むすび地域サポーター」の募集、養成講座の企画・運営 

     県が定める募集要項に従い「地域サポーター」を募集するため、下記のそれ

ぞれの項目を踏まえ、養成講座の企画、研修資料の作成、講師の選定、開催方

法、広報、申込方法等を提案することとし、詳細については、提案を踏まえ県

と協議のうえ決定すること。 

     なお、「地域サポーター」の募集、養成にあたっては、養成目標を 120 名と

して、３（１）および（６）で定める「みえ出逢いコンシェルジュ」が、市町

等と連携を図り、「地域サポーター」の人材確保に努めること。 
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  （ア）養成講座の企画、研修コンテンツ作成 

     国の結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム（＊）を活用し、「地域サポ

ーター」養成のための講座を企画・運営することとし、研修コンテンツを作成

すること。 

（＊）こども家庭庁 

令和３年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-

shien/pdf_index.html 

  なお、モデルプログラムの改定があった場合は、最新の内容を参考とすること。 

  

【実施内容】 

「地域サポーター」に初めて登録する方に対しては、午前・午後を通した 

1 日の養成講座、令和５年度に「地域サポーター」の認定を受けた方につい 

ては、半日程度の更新用講座として、それぞれ実施すること。 

それぞれの養成講座用の研修コンテンツを作成することとし、作成にあた

っては国の結婚支援ボランティア等育成モデルプログラムをもとに、本県に

おける少子化の現状や結婚支援の取組を含むこと。特に、人権の尊重、個人

情報の保護、性の多様性への理解、ハラスメントの防止、コミュニケーショ

ン等について丁寧に取り扱うこととし、全体の内容を県と協議のうえ、作成

することとする。 

    なお、すべての参加者に対して効果測定を実施すること。  

【対 象 者】 

地域で縁談をまとめる活動をする方 150 名程度 

                 （更新 70 名、新規 80 名） 

【実施回数】 

北勢・中勢・伊賀・伊勢志摩・東紀州の５地域ごとに開催することとし、 

各地域で新規登録者向け 2 回、更新者向け 1 回程度、合計 15 回程度とする。 

【実施時期】 

    概ね下記の時期に実施することとし、県と協議のうえ決定すること。 

更新者向け   令和 6 年 5 月頃 

新規登録者向け 令和 6 年 7 月から 9 月頃 

【実施方法】 

集合形式を基本とし、各地域で申込者全員が参加できる会場を提案するこ 

と。また、「地域サポーター」の人材確保に向けて、一部の研修コンテンツ 

においてオンラインやオンデマンド配信を活用し、養成講座の修了をフォロ

ーする体制を整えること。 

  （イ）「地域サポーター」の募集にかかる広報、養成講座申込者のとりまとめ 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-shien/pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-shien/pdf_index.html
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「地域サポーター」を募集するチラシを作成し、「地域サポーター」となって

いただく人材を確保すること。「地域サポーター」の人材確保に向けては、３

（１）および（６）に定める「みえ出逢いコンシェルジュ」が中心となり、市

町等と連携するなど人材の確保に努めること。 

募集チラシは、Ａ４両面とし、「地域サポーター」の募集内容・活動内容・講

座内容を記載のうえ、人材確保につながるデザインを提案することとし、養成

講座の実施地域ごとに作成しても構わない。募集チラシは、合計 30,000 枚程

度を印刷のうえ、県が指定する宛先（100 カ所程度）に送付するとともに、チ

ラシのデジタルデータを県が指定する期日までに納品すること。 

なお、「地域サポーター」養成講座の実施にあたっては、郵送・ＦＡＸ・Ｅ－

ｍａｉｌ・ウェブ申込フォームなど、申込者に利便性の高い申込方法を設定す

るとともに、申込受付、申込者の取りまとめを行い、県に報告すること。 

  （ウ）養成講座の当日運営・実施報告 

     養成講座の開催にあたって、当日の運営にかかる一切の業務（会場設営・撤

収、受付、講師・参加者への対応等）を行うこと。 

     また、県が講座修了者を「地域サポーター」として認定するため、講座受講

者に対して、効果測定およびアンケートを実施することとする。効果測定・ア

ンケートの内容は、県と協議のうえ決定すること。 

     各地域での講座終了後には、受講者の受講状況・効果測定の内容等をとりま

とめ、県に提出すること。県は、提出された内容に基づき、「地域サポーター」

の認定を行うこととする。 

  （エ）認定された「地域サポーター」に関する業務 

  （ａ）認定証・名刺の送付、「地域サポーター」の周知 

県が認定した「地域サポーター」に対して、県が発行する認定証と合わせ

て、名刺（一人あたり 100 枚）を作成のうえ発送すること。また、センター

のホームページにおいて、認定された「地域サポーター」の情報を掲載する

など、その活動を広く周知すること。名刺デザインは提案することとし、県

と協議のうえ決定する。 

（ｂ）「地域サポーター」の活動支援ガイドブックの制作・配付 

   「地域サポーター」の活動に必要な情報・留意事項をまとめたガイドブッ

クを制作・配付することとし、掲載内容等を提案すること。 

   成果品は紙媒体とデジタルデータとし、納期限は県と協議のうえ決定する。 

  【ガイドブック仕様】Ｂ５ 12 ページ中綴じ製本、カラー刷り、200 部 

（ｃ）「地域サポーター」への情報提供・相談支援等 

「地域サポーター」が結婚を希望する方同士の引き合わせを行う際に必要
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となる情報（結婚を希望する方の情報等）を提供するほか、「みえ出逢いコン

シェルジュ」が中心となり、活動にあたっての相談支援に応じることとし、

情報提供の内容や方法、相談支援の体制等を提案することとし、県と協議の

うえ決定すること。 

相談支援にあたっては、センターの開所時間において、電話・メール・面

談等に対応するほか、「地域サポーター」専用ホームページなどで活動に関す

る質疑応答集を掲載するなどにより、支援体制の充実を図ること。 

      また、「地域サポーター」が実施する結婚を希望する方同士の引き合わせ

の会場や、「地域サポーター」同士の情報交換の場として、センターの相談

スペース等を提供すること。 

   （ｅ）「地域サポーター」の活動に関する費用等 

      「地域サポーター」の活動は、ボランティアとして利用者との間に費用は

発生しないが、より積極的な活動をしていただくため、活動にかかる実費と

して、活動実績に応じて、一人年間 10,000 円を上限として活動費（交通費・

通信費相当）を委託料から支払うこと。委託料の見積もりにあたっては、「地

域サポーター」を 120 人として、活動費用を見積もり、委託料に含むこと。

支払に関する規定は県が受託者に提示する。 

      また、「地域サポーター」の活動時の事故等について対応可能なボランテ

ィア保険に加入することとし、加入・保険金請求等に関する事務を行うこと。

保険料は 120 人分の保険料を見積もったうえ、委託料から支払うこと。 

      なお、活動費の支給実績、保険加入の実績に応じて、県と協議のうえ変更

契約を締結することとする。 

② 「地域サポーター」の交流会・フォローアップ研修の企画・運営 

     上記３（４）①で認定された「地域サポーター」同士のネットワークづくり

を進め、結婚支援のノウハウのスキルアップを図るため、下記のとおり、交流

会・フォローアップ研修を開催することとし、開催内容の企画、開催案内の送

付、資料作成、当日運営等、開催、開催実績の報告までの一切の業務を行うこ

と。 

    【開催内容】 

結婚を希望する方同士の「１対１の引き合わせ」につながるよう、「地域サ 

ポーター」同士が情報交換を行う交流会を開催する。 

また、情報交換のみにとどまらず、出会い支援に関するノウハウのブラッ

シュアップを図る機会として、外部講師や「みえ出逢いコンシェルジュ」に

よる講演などの実施を含めて開催内容を提案することとし、県と協議のうえ

決定すること。 

  【対 象 者】 

３（４）①で認定された「地域サポーター」 
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【開催回数】 

北勢・中勢・伊賀・伊勢志摩・東紀州の５地域で合計 40 回程度とし、この 

うち、10 回程度はフォローアップ研修を含めた交流会とする。 

    【開催時期】 

「地域サポーター」認定後から、令和７年２月末までの間 

    【開催方法】 

集合形式を基本とするが、サポーター同士のネットワークづくりのため、

地域を超えて合同開催する場合などは参加者の利便性を考慮しオンライン

の活用も可とする。 

   ③ みえの縁むすびマッチング利用希望者の募集・登録管理に関する業務 

結婚を希望する方で、本事業を利用したい方を募集し、「１対１の引き合わ

せ」に必要となる情報の登録・管理を行うこと。 

利用希望者の条件等は県が決定のうえ、提示することとする。 

   （ア）利用者希望者の募集 

利用希望者（500 名程度を想定）の募集を行うため、募集チラシを作成す

るとともに、３（２）④に定める本事業の広報活動と合わせて、インターネ

ット広告や SNS 広告、公共交通機関での広告掲出などにより、創意工夫し

た提案とすること。 

募集にあたっては、下記のとおり利用希望者向け事前ガイダンスを実施す

ることとし、本事業の趣旨や利用者の心構え、注意点などを事前に周知する

こと。ガイダンスの実施方法は、利用希望者（500 名程度を想定）が参加し

やすい日程・方法・内容について県と協議のうえ実施すること。なお、ガイ

ダンスは ZOOM 等を活用したオンライン開催とすることも可能とし、利用

希望者全員が参加するしくみとする。 

また、募集チラシは、事前ガイダンスも含め本事業の利用の流れをわかり

やすく示すこととし、県、市町の施設ほか、利用者募集に有効だと思われる

施設等での配布も含めて提案し、県と協議のうえ決定すること。 

    【本事業で作成する募集に関する制作物】 

     ・募集チラシ  30,000 枚程度 

Ａ４片面または両面、カラー刷り  

     ・その他 

      上記の制作物による周知とあわせ、３（２）④に定める方法において、セ

ンターの周知とあわせて本事業の周知を効果的に行うこと。 

 

（イ）利用者登録・管理について 

     利用登録にあたっては、利用希望者の本人確認を厳正に実施できる登録方 

    法（独身証明書等の提出）で、センター職員との面談（対面、オンラインの
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いずれの方法でも可）による厳正な本人確認の体制を整えることとし、利用

希望者にとって利便性の高い方法（令和５年度に引き続き本事業の利用を希

望する方については、状況に応じてセンター職員との面談を省略しても構わ

ない。）を提案のうえ、県と協議し決定すること。  

      また、利用者情報を地域サポーターに提供するため、「１対１の引き合わ

せ」に必要となる利用者情報をまとめた一覧表を作成し、その情報をオンラ

インで地域サポーターが常時閲覧できるよう、センターのホームページ内に

地域サポーターのみが閲覧できるホームページを作成のうえ、利用者一覧表

を定期的に更新し、管理すること。 

      なお、県と協議のうえ利用者アンケートを 1 回以上実施すること。 

       

   ④「みえの縁むすびマッチング」利用者限定交流会の企画・運営 

     利用登録者同士の交流を図り、利用者同士の 1対 1のマッチングを促進する

ため、下記のとおり利用者同士の交流会を開催することとし、開催内容の企画、

開催にかかる広報、当日の運営、参加者アンケート開催実績のとりまとめなど

の一切の業務を行うこと。 

   【開催内容】 

「みえの縁むすびマッチング」利用者同士が交流できる機会とし、交流会の 

中で、お互いの同意に基づき、「１対１の引き合わせ」を行うことができるよ 

うな機会とする。 

 【対 象 者】 

・「地域サポーター」 

・「みえの縁むすびマッチング」利用登録者 

【開催回数】 

北勢・中勢・伊賀・伊勢志摩・東紀州の５地域で合計 10 回程度とし、各地 

域で 1 回は実施すること。 

   【開催時期】 

令和７年２月末までの間 

   【開催方法】 

対面での開催とし、各地域の参加ニーズに応じた会場を確保すること。 

 

   ⑤ 少人数でのマッチングイベントの企画・運営 

    ３（３）②に定める出会いイベントや、３（４）①～③に定める「１対１の引 

き合わせ」の仕組みとは異なる「少人数でのマッチングイベント」を開催するこ 

ととし、開催内容の企画、広報、当日の運営、参加者アンケート、開催実績のと 

りまとめなどの一切の業務を行うこと。 

【開催内容】 

結婚を希望する男女各 3 名～5 名程度によるマッチングイベントとし、結婚 
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を希望する方に効果的なマッチングの機会となるよう、対象年齢やテーマなど

の設定を行うこと。 

【対 象 者】 

出会い・結婚を希望する独身者であれば、みえの縁むすびマッチングの利用 

者に限らない。 

【開催回数】 

20 回以上とし、地域バランス等を考慮した開催とすること。 

  なお、1 回の開催にあたって、年齢による複数の部を設けるなど、参加希望 

者が可能な限り参加できる機会となるよう工夫した企画とすること。 

 

（５）企業・業種間における出会いの機会の創出、企業・団体等が実施する出会いイ

ベント等の情報発信等 

    従業員の出会いをサポートする企業を「みえの縁むすびサポート企業」として

募集し、企業内の担当者として「職場サポーター」を養成・認定し、「職場サポ

ーター」のネットワークを通じて、センターと連携し、登録企業間での出会いの

機会の創出に取り組む。 

    また、企業・団体等が実施する出会いイベント等についてセンターのホームペ

ージでの情報発信を行うほか、本事業の取組に協力いただく事業者を広く募集し、

管理等を行う。 

    なお、本業務にかかる費用はすべて委託料に含むこととする。 

   ① 「みえの縁むすびサポート企業 職場サポーター」養成講座の企画・運営 

     県が定める募集要項に従い「みえ縁むすびサポート企業」を募集するため、

下記のそれぞれの項目を踏まえ、「職場サポーター」養成講座の企画、研修資

料の作成、講師の選定、開催方法、広報、申込方法等を提案することとし、詳

細については、提案を踏まえ県と協議のうえ決定すること。 

     なお、「みえの縁むすびサポート企業」の募集あたっては、３（１）および

（６）で定める「みえ出逢いコンシェルジュ」が中心となり、市町、経済団体、 

商工団体等と連携を図るなど、「みえの縁むすびサポート企業」の登録拡大に

努めること。 

   （ア）養成講座の企画、研修コンテンツ作成 

     国の結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム（＊）を活用し、「地域サ 

ポーター」養成のための講座を企画・運営することとし、研修コンテンツを作

成すること。 

（＊）こども家庭庁 

令和３年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-

shien/pdf_index.html 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-shien/pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/r03/kekkon-shien/pdf_index.html
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なお、モデルプログラムの改定があった場合は、最新の内容を参考とすること。 

 

【実施内容】 

国の結婚支援ボランティア等育成モデルプログラムをもとに、本県におけ 

     る少子化の現状や結婚支援の取組を含む研修コンテンツを作成すること。特 

に、人権の尊重、個人情報の保護、性の多様性への理解、ハラスメントの防 

止、コミュニケーション等について丁寧に取り扱うこととし、県と協議のう 

え、研修コンテンツを作成することとする。 

    なお、すべての参加者に対して効果測定・アンケートを実施すること。 

【対 象 者】 

企業等の人事労務・福利厚生担当者等 ５０名程度 

【実施回数】 

２回（それぞれ半日程度） 

【実施時期】 

令和５年７月から 9 月頃とし、県と協議のうえ決定すること。 

【実施方法】 

集合形式を基本としつつ、オンラインの活用も図りながら、参加しやすい 

方法として、各地域で申込者全員が参加できる会場を提案すること。 

   （イ）「みえの縁むすびサポート企業」の募集等 

「みえの縁むすびサポート企業」を募集するチラシ・ホームページ等を作

成し、３（１）および（６）で定める「みえ出逢いコンシェルジュ」が中心

となり、市町、経済団体、商工団体等と連携を図り募集を行うこと。 

募集チラシは、Ａ４両面とし、「みえの縁むすびサポート企業」の募集内

容・活動内容・講座内容を記載のうえ、合計 2,000 枚程度を印刷のうえ、県

が指定する宛先（900 カ所程度）に送付するとともに、チラシのデジタルデ

ータを県が指定する期日までに納品すること。 

なお、養成講座の実施にあたっては、ウェブ申込フォームなど、申込者に

利便性の高い申込方法を設定するとともに、申込受付、申込者の取りまとめ

を行い、県に報告すること。 

   （ウ）養成講座の当日運営・実施報告 

      養成講座の開催にあたって、当日の運営にかかる一切の業務（会場設営・

撤収、受付、講師・参加者への対応等）を行うこと。 

      また、県が養成講座を受講した企業を「みえの縁むすびサポート企業」と

して認定するため、講座受講者に対して、効果測定およびアンケートを実施

することとし、その内容は、県と協議のうえ決定すること。 

      各地域での講座終了後には、受講者の受講状況・効果測定の内容等をとり
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まとめ、県に提出すること。県は、提出された内容に基づき、「みえの縁む

すびサポート企業」の認定を行うこととする。 

   （エ）認定された「みえの縁むすびサポート企業」に関する業務 

   （ａ）認定証、「みえの縁むすびサポート企業」の周知 

県が認定した「みえの縁むすびサポート企業」に対して、県が発行する認

定証を送付すること。また、センターのホームページにおいて、認定された

「みえの縁むすびサポート企業」の情報を掲載するなど、広く周知すること。 

（ｂ）「職場サポーター」の活動ガイドブックの制作・配付 

    「みえの縁むすびサポート企業 職場サポーター」の活動に必要な情報・

留意事項をまとめたガイドブックを制作・配付することとし、掲載内容等を

提案すること。 

   成果品は紙媒体とデジタルデータとし、納期限は県と協議のうえ決定する。 

  【ハンドブック仕様】Ｂ５ 12 ページ中綴じ製本、カラー刷り、100 部 

（ｃ）「職場サポーター」への情報提供・相談支援等 

「職場サポーター」の活動に必要な情報（出会いイベントの開催情報等）

を提供するほか、「３（１）および（６）に定めるみえ出逢いコンシェルジ

ュ」が、職場サポーター活動にあたっての相談支援等を行うこと。 

支援にあたっては、センターの開所時間において、電話・メール・面談等

に対応するほか、必要に応じて企業訪問等を行うこと。 

②「職場サポーター」のネットワーク交流会の企画・運営 

     ３（５）①で認定された「職場サポーター」同士のネットワークづくりを進

め、企業間での出会いイベントの開催を促進するため、下記のとおり、ネット

ワーク交流会を開催することとし、開催内容の企画、開催案内の送付、資料作

成、当日運営等、開催、開催実績の報告までの一切の業務を行うこと。 

   【開催内容】 

企業・業種間での出会いイベントの開催を促進するため、「職場サポーター」 

同士が情報交換を行うネットワーク交流会を開催し、情報交換のみにとどまら

ず、出会い支援に関するノウハウのブラッシュアップを図る機会として、講師

による講演などの実施を含めて開催内容を提案することとし、県と協議のうえ

決定すること。 

 【対 象 者】 

①で認定された「職場サポーター」 

【開催回数】 

１回以上 

   【開催時期】 
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「職場サポーター」養成講座実施後から、令和７年２月末までの間 

   【開催方法】 

集合またはオンラインなど、参加しやすい方法とすること。 

 

  ③「みえの縁むすびサポート企業」認定企業・団体間での交流会のモデル開催 

    ３（５）①で認定された「職場サポーター」とセンターが連携し、認定企業の 

独身従業員を対象とした交流イベントをモデル開催すること。本交流イベントへ 

の参加目標は 100 名以上とする。 

    なお、実施内容の企画から、参加者募集・取りまとめ、当日運営までの一切の 

業務を委託業務に含めることとし、参加者に事後アンケートを実施し、その結果 

を県に報告すること。 

【開催内容】 

単なる出会いの場としてだけでなく、ビジネスでも役立つコミュニケーショ 

    ンやビジネスマナーなどのスキルアップにつながるコンテンツや異業種交流

の機会を含めるなど、従業員が参加しやすい企画内容として提案することとし、

県と協議のうえ決定する。 

   【開催回数】 

２回以上 

   【開催時期】 

令和６年９月～１２月頃 

【開催方法】 

集合形式 

④「出逢いサポート企業」（従業員の結婚を応援する企業・団体等）にかかる業務 

  （ア）「出逢いサポート企業」の募集・登録 

従業員等に対し、イベントの周知や、独自の結婚支援の取組を進める企業・ 

団体を「出逢いサポート企業」として募集し、登録する。 

（イ）「出逢いサポート企業」への情報提供 

「出逢いサポート企業」に対し、イベント等の情報を提供する。なお、情

報を提供する際には、「出逢いサポート企業」が従業員等に周知しやすいよう

に、必要に応じ適切なツール（社内に掲示しやすいポスターやチラシなど）

を作成すること。 

   （ウ）「出逢いサポート企業」が主催する出会いイベントの開催支援 

「出逢いサポート企業」が、各企業等のニーズや状況に応じて、従業員等

が参加しやすい出会いイベントを開催することを希望する場合、企画や実施

に関する助言等を行うこと。 

⑤ 企業・団体等が実施する出会いイベント等の情報発信にかかる業務 

県の定める要項に基づき、結婚を目的とした出会いを希望する県民に対して
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出会いの機会を提供する企業・団体等にかかる以下の業務を行うこと。 

（ア）情報発信制度利用企業・団体等の募集・審査、管理 

センターのホームページにおいて、情報発信を希望するイベント等の主催

者である企業・団体等の募集・審査、管理を行うこと。 

（イ）企業・団体等が開催するイベント等の情報発信 

企業・団体等からの情報発信依頼に応じて、発信が可能か審査のうえ、３

（２）①に定める方法で周知を行うとともに、イベント等への参加希望者が

センターのホームページの情報を介して申し込みができるようにインター

ネットを利用した参加申込フォームの提供を行うこと。 

       また、イベント等終了後には、から、イベント実施結果報告書を受理する

こと。 

⑥「みえで“出会エール”縁むすびスポット」募集・登録、管理 

    「地域サポーター」による結婚を希望する方同士の引き合わせや、「みえの 

縁むすびサポート企業」同士での交流イベント開催への協力のほか、本事業で

カップルになった方への特典の提供など、県が実施する出会い支援の各取組に

協力をいただく飲食店や商業施設等の募集・登録を行うための一切の業務を行

うこと。 

県が定める募集要項に従い、募集チラシ・ホームページ等を作成し、関係先 

に送付するほか、３（１）及び（６）に定める「みえ出逢いコンシェルジュ」 

等を通じて周知し、登録事業者の拡大を図ること。 

さらに、登録事業者には、登録事業者であることを証するステッカー・ポス

ター等を作成のうえ提供するとともに、センターのホームページで登録事業者

を紹介するなど、利用促進に向けた周知を図ること。 

なお、登録目標は６０企業・団体とし、登録団体の一覧表を作成のうえ、    

定期的に県に報告すること。 

⑦ 複数の団体、企業が関わったイベント等の実施サポート 

結婚を希望する方に多様な出会いの機会が提供されるよう、３（５）①で認

定する「みえの縁むすびサポート企業」や３（５）④で登録する「出逢いサポ

ート企業」をはじめとした多様な主体が連携した出会いのイベント等が開催さ

れるよう、３（１）及び（６）でセンターに配置する「みえ出逢いコンシェル

ジュ」が積極的に働きかけるとともに、実施に向けてコーディネートを行うこ

と。 

なお、連携して取組を行った企業・団体数の目標を６０企業・団体とし、積   

    極的な連携を図ること。  

（６）「みえ出逢いコンシェルジュ」による県・市町・企業等の連携促進 

    県と市町、企業等の連携を図るため、３（１）でセンターに配置する「みえ出
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逢いコンシェルジュ」（以下「コンシェルジュ」という。）は下記の業務を行い、

結婚を希望する方にさまざまな出会いの機会が提供されるよう、多様な主体によ

る出会いの機会の創出に関するコーディネートを行うこと。 

受託者は候補者の経歴を提出のうえ、県が経歴を確認のうえ、コンシェルジュ

として委嘱することとする。 

   【コンシェルジュの要件】 

     出会い支援業務に造詣が深く、相談支援の実績やイベント企画運営の専門的

なノウハウ、市町や企業等との連携促進にかかる調整力を持つ３名をコンシェ

ルジュとして、センターに配置することで、県や市町、企業・団体等との連携

を図り、出会い支援の量の拡大と質の向上につなげることする。 

＜役割分担＞コンシェルジュ① 北勢地域（四日市ほか９市町） 

           コンシェルジュ② 中勢地域（津市ほか 7市町） 

          コンシェルジュ③ 南勢地域（伊勢市ほか 10市町） 

【コンシェルジュの担当業務】 

    ・市町への個別訪問により、市町における出会い支援の事業への助言・提案等

を行うほか、イベントやセミナー等を協働して開催するためのコーディネー

トを行う。 

・地域内の企業や団体への訪問等により現状把握を行うほか、専門的見地から、

県や市町との連携を提案したり独自イベントの開催を支援したりする。 

・こども家庭庁が主催する結婚支援コンシェルジュ会議への参加、県と市町の

協議会等での情報共有を行うほか、県・市町の関係部門等の連携を図る。  

・その他、各市町、企業・団体等の結婚支援を技術面・情報面から支援するた

めに必要と認められる業務 など 

 

（７）ＤＸ時代の婚活サポートに関する業務 

    民間事業者が運営するマッチングサイト・アプリをはじめとする多様な婚活サ

ービスについて、トラブルに巻き込まれないための留意点、自身の希望にあった

サービス選択方法などに関する啓発セミナーを、下記の要件により実施すること

とし、企画・運営に関する業務を行うこと。 

セミナーの実施内容は、県と連携協定を締結したマッチングアプリの事業者か

ら講師を招聘することとし、県と受託者、マッチングアプリの事業者が協議のう

え企画することとする。 

なお、講師に関する費用（報償費・旅費）は県が負担し、受託者はそれ以外に

ついての業務を委託料で実施すること。 

    

  【実施業務】 

実施内容の企画・調整、会場確保、チラシ作成・配布など参加者募集に係る広
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報、当日運営（会場設営・撤収、オンライン配信、受付、資料印刷、参加者アン

ケートなど）に関すること。※すべて委託料に含む。 

  【実施方法】 

集合形式、オンライン、ハイブリッド開催のいずれでも可とし、参加しやすい 

方法を提案のうえ県と協議すること。 

  【実施時期】 

令和６年７月以降令和７年２月まで 

  【実施回数】 

２回 

  【対 象 者】 

結婚を希望する方、「地域サポーター」、「職場サポーター」など 

  【定 員】 

各回３０名程度 

 

（８）その他の業務 

上記（１）～（７）の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要なその他の業

務を行う場合には、予め県と協議するものとする。 

 

４ 運営および管理上の注意事項等 

センターの運営・管理および本事業の実施にあたっては、公的機関が行う事業とし

て、県民の信頼を損なうことのないよう、利用者の個人情報の管理の徹底やトラブル

の未然防止について細心の注意を払いつつ、次のとおり進めることとする。 

（１）利用者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するよう心がけ、その意思や

主体性を最大限に尊重するものとする。 

（２）業務の遂行に当たっては、利用者のプライバシーに十分配慮するとともに、業

務に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことや他人に漏らすことのないよ

う、また業務上知り得た個人情報を紛失しないよう、万全の注意を払うものとす

る。 

（３）業務の遂行に当たっては、三重県が委託して設置するセンターとして、事業効

果の県域全体への波及を念頭に、イベント等の募集や結婚支援事業の開催につい

ては、広域的な実施を心がけるとともに、常に公正かつ中立的な姿勢を保つこと

を心がけるものとする。 

 

５ 県への報告  

 受託者は、以下について報告及び書類の保管を行うこと。 
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（１）活動報告 

委託業務については、県と協議しながら進めるとともに、活動報告として月例

報告書を定められた期日までに提出することとする。 

また、月例報告書を踏まえて、県と月１回程度情報共有する打ち合わせの場を

設定すること。 

【活動報告の内容】 

  （月例） 

・事業全体のスケジュール管理表 

・出会いに関する情報提供の実績 

  ・イベント情報提供実績 

  ・イベント開催実績（開催日時、参加者、カップル成立数） 

  ・相談支援の実績（センター、南勢サテライトの内訳を含む） 

  ・「みえの縁むすびマッチング」の実績 

   （「地域サポーター」の登録・活動状況、引き合わせ数など） 

・「みえ出逢いコンシェルジュ」の活動実績（県が様式を指定） 

  ・カップル支援の取組状況 

  ・成婚報告数 

・「みえの縁むすびサポート企業」の認定数、連携によるイベント開催実績 

・「みえ“出会エール”縁むすびスポット」、「出逢いサポート企業」の各登録実績 

・その他、県が指定する本事業の進捗確認、進行管理に必要なもの 

   

 

（２）実績報告 

 委託業務が完了したときは、実績報告として以下の内容を、定められた期日ま

でに提出すること。 

 

【実績報告（業務報告書）の内容】 

 下記の内容を含み、本事業の業務内容の項目ごとに実施内容を簡潔まとめること。 

・専用ホームページの管理内容 

  ・サーバの保守実績 

・イベント情報提供実績 

・イベント開催実績 

・みえの縁むすびマッチング実績 

・企業・業種間での出会いの機会の創出実績 

・みえ出逢いコンシェルジュ活動実績 

・成婚報告実績 

・交際支援実績 

・「出逢いサポート企業」、「みえで“出会エ―ル”縁むすびスポット」の各事業に
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関する実績 

 

６ 契約条件 

（１）委託業務名  令和６年度みえの出逢い支援事業業務委託  

（２）委託期間   令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）まで 

（３）成果品    活動報告及び実績報告（各１部） 

（４）成果品の提出期限 

上記（３）のうち、活動報告（月例報告書）は翌月の１０日まで（ただし、令

和７年３月の報告は同月末日まで）、実績報告（業務報告書）は令和７年３月末日

までに提出する。 

※いずれも、紙ベース（又は現物）及びデジタルデータ（ワード、エクセル、JPEG

等）を保管したＣＤ（ＤＶＤ）－ＲＯＭ等を提出することとする。 

 

７ 契約方法に関する事項 

（１）契約条項は、三重県子ども・福祉部少子化対策課において示す。 

（２）契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とする。ただし、会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申し立てをし

ている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法（平成11年法律第225

号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下「更生（再生）手続中の者」という。）のうち三重県建設工事

等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条 1 項の更

生計画の認可又は民事再生法第 174 条 1 項の再生計画の認可が決定されるまで

の者に限る。）が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約

金額の 100 分の 30 以上とする。 

また、三重県会計規則第７５条第４項各号のいずれかに該当する場合は、契約

保証金を免除する。ただし、同規則第７５条第４項第１号、第２号又は第４号に

該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約保証金を免除し

ない。 

（３）契約書は２通作成し、双方各１通を保有する。なお、契約金額は見積書に記載

された金額の 100 分の 110 に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等

を内書きで記載するものとする。 

（４）契約は、三重県 子ども・福祉部 少子化対策課において行う。 

 

８ 監督及び検査 
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  契約条項の定めるところによる。 

 

９ 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期 

  必要に応じて前金払とすることができる。 

 

１０ 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１１ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除

措置要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」

に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとす

る。 

 

１２ 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受注者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団

等排除措置要綱」第２条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等

による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 発注所属に報告すること。 

   エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不

当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそ

れがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 

（２）契約締結権者は、受注者が（１）イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締

結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県

物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

 

１３  障がいを理由とする差別の解消の推進 

   受託者は、業務を実施するにあたり、「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」を遵守するとともに、同法第７条第２項（合理的配慮の提供義務）に準

じて適切に対応するものとする。 

 

１４  委託業務の引継ぎ 

   受託者は、本契約の終了に際し、三重県又は三重県が指定するものに対し、受託

者の費用で委託業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

  引継ぎにあたっては、センターが保持する個人情報や、サーバもしくはクラウド

等を含むシステムの取り扱い等について、三重県と協議するものとする。 
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   なお、引継ぎにあたっては、センターが保持する情報の取扱い等について、CSV

や XML 形式等、他のシステムでも読み込み可能な形式で抽出できるようにするこ

と。また、抽出データについて、データ構造を表す資料を作成し提供すること。た

だし、その必要性を含め、そのつど三重県と協議するものとする。 

 

１５ その他  

（１）契約にあたり、原則として再委託は認めない。 

ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を得た場合は

この限りではない。 

（２）提出された応募書類等について、個人情報以外は三重県情報公開条例に基づく 

情報公開の対象となる。 

（３）本業務により発生した成果品等の著作物の著作権（著作権法第２１条から第２

８条までに規定する権利をいう。以下同じ。）及び著作物の翻案等により発生し

た二次的著作権は、委託料の支払いが完了したときをもって三重県に譲渡される

ものとする。また、受託者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作人格権を行

使しないこととする。 

（４）個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を

遵守すること。 

（５）委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人

情報の保護に関する法律に罰則規定があるので留意すること。 

（６）本仕様書に記載のない事項については、三重県会計規則の定めるところによる

ものとする。 

（７）本仕様書に記載のない事項について疑義のある場合は、そのつど、受託者と三

重県子ども・福祉部少子化対策課と協議のうえ、決定することとする。 

 

１６ 連絡先 

〒514-8570 三重県津市広明町１３番地 

三重県子ども・福祉部少子化対策課  担当 大浦・小川 

Tel：059-224-2404        FAX：059-224-2270 

 E-mail：shoshika@pref.mie.lg.jp 

 


